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田辺市農業委員会議事録 

平成２９年３月１０日（金）午後２時 中辺路コミュニティセンター１階 大会議室 

農業委員数３９名 

出席者３５名 

１番 山崎 清弘  ２番 玉置 俊裕              ４番 棒引 昭治         

           ６番 向日 一義              ８番 森  敦孝 

９番 更井 寛司 １０番 丸屋 弘吉  １１番 小谷 清雅  １２番 皿田  功 

１３番 田渕  宏 １４番 中山 敏久  １５番 瀧本 和明  １６番 杉若 陽一 

１７番 泉  雅行 １８番 坂本 一馬  １９番 横尾 泰行  ２０番 青木  登 

２１番 那須 京子 ２２番 那須  克  ２３番 上森  力  ２４番 寒川 加代子 

２５番 玉置  伸 ２６番 鈴木 直孝  ２７番 溝口 健治  ２８番 上中 悠司 

２９番 坂本 茂久            ３１番 岡上  達  ３２番 長嶝 博司  

３３番 川井 洋之 ３４番 中村 洋子  ３５番 矢敷 勇氣男 ３６番 松本 忠巳 

３７番 峯園 五郎 ３８番 石谷  強  ３９番 蔭地 明一            

             

欠席者       ３番 桑原  壽    ５番 市橋 宗行   ７番 前田  登    

         ３０番 松窪 俊英               

事務局      局長 平田 耕一  農地係長 岡内 伸午  主査 松平 忠敏 

会議録署名委員  ３８番 石谷  強    １番 山崎 清弘     

 

議    長   皆さん、こんにちは。日差しも春めいて参りました。我々も年度末を控え、

事務局共々忙しい思いをしているわけでありますが、いよいよ４月から農

業委員と農地利用最適化推進委員の公募が始まるということになっており

ます。本日はたくさんの案件がございますので、早速ご審議いただきたい

と思います。 

議    長   それでは最初に、農用地利用集積計画の合意解約の報告と田辺市農業経営

基盤強化の促進に関する基本的な構想による利用権の設定の申し出がござ

いますので事務局の説明をお願い申し上げます。 

農振課 田上   皆様こんにちは、まず始めに農用地利用集積計画の合意解約から報告しま

す。１番、○○○字○○○○、地目は畑の２，４３１㎡、貸人は○○○、

○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の合意解約をした日は平成

２９年２月１日です。以上、報告させていただきます。続きまして、田辺

市農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想による利用権設定につい

て説明させていただきます。１番、○○○字○○○○、田、１，０３５㎡、

貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、

期間は平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日の更新です。２番、

○○○字○○○○、畑、２，１５７㎡、他１筆、合計２，９４１㎡、貸し

手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借のみかん、

期間は平成２９年４月１日から平成３９年３月３１日の更新です。３番、

○○○字○○○○、田、７７９㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は

○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２９年４月１日から平成

３０年３月３１日の更新です。４番、○○○字○○○○、田、９９８㎡で
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す。貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、賃貸借の水

稲、年間米１俵・持参払い、期間は平成２９年４月１日から平成３０年３

月３１日の更新です。５番、○○○字○○○○、田、１，４１３㎡、貸し

手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、年

間米１俵・持参払い、期間は平成２９年４月１日から平成３１年３月３１

日の更新です。６番、○○○字○○○○、畑、１，０５１㎡、貸し手は○

○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成

２９年４月１日から平成３１年３月３１日の更新です。７番、○○○字○

○○○、畑、６，２７１㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、

○○○○、賃貸借の梅、年間１万円・口座払い、期間は平成２９年４月１

日から平成３１年３月３１日の更新です。８番、○○○字○○○○、田、

７７９㎡、他１筆、合計１，７５３㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り

手は○○○、○○○○、賃貸借の水稲、全体で年間米１俵・持参払い、期

間は平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日の更新です。９番、○

○○字○○○○、畑、１，００６㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手

は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２９年４月１日から平成

３４年３月３１日の更新です。１０番、○○○字○○○○、畑、１，５２

９㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借

の梅、期間は平成２９年４月１日から平成３９年３月３１日の更新です。

１１番、○○○字○○○○、畑、１，１７９㎡、他１筆、合計３，８１７

㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、賃貸借のみ

かん、全体で年間２１，０００円・口座払い、期間は平成２９年４月１日

から平成３２年３月３１日の更新です。１２番、○○○字○○○○、田、

３６０㎡、他１筆、合計９１８㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は

○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２９年４月１日から平成

３２年３月３１日の更新です。１３番、○○○字○○○○、田、８１３㎡、

他２筆、合計１，７０２㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、

○○○○、賃貸借の水稲、全体で３５，０００円・持参払い、期間は平成

２９年４月１日から平成３０年３月３１日の更新です。１４番、○○○字

○○○○、畑、１，０９２㎡、他３筆、合計３，６６２㎡、貸し手は○○

○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の野菜、期間は平成

２９年４月１日から平成３５年３月３１日の更新です。１５番、○○○字

○○○○、畑、８９９㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、

○○○○、使用貸借のすもも、期間は平成２９年４月１日から平成３５年

３月３１日の新規です。１６番、○○○字○○○○、畑、２６４㎡、他１

筆、合計４９１㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○

○、使用貸借の梅・野菜、期間は平成２９年４月１日から平成３４年６月

３０日の新規です。１７番、○○○字○○○○、畑、２７７㎡、他１２筆、

合計４，３２０㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○

○、賃貸借の梅・みかん・八朔、全体で６３，０００円・口座払い、期間

は平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日の更新です。１８番、○

○○字○○○○、畑、６７４㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○
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○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２９年４月１日から平成３４

年３月３１日の新規です。１９番、○○○字○○○○、畑、４７８㎡、他

１１筆、合計１３，８５９㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○

○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２９年４月１日から平成３２年

３月３１日の更新です。２０番、○○○字○○○○、田、３９７㎡、他３

筆、合計２，０８９㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○

○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２９年４月１日から平成３２年３月

３１日の更新です。２１番、○○○字○○○○、田、１，５１５㎡、貸し

手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期

間は平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日の新規です。２２番、

○○○字○○○○、畑、２，４４４㎡、他１筆、合計３，０３１㎡、貸し

手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間

は平成２９年４月１日から平成３９年３月３１日の新規です。２３番、○

○○字○○○○、畑、２３１㎡、他３筆、合計１，６９７㎡、貸し手は○

○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、賃貸借のなた豆、全体で年

間６千円・持参払い、期間は平成２９年４月１日から平成３０年３月３１

日の更新です。２４番、○○○字○○○○、田、８９２㎡、他４筆、合計

２，４４１㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、

賃貸借の水稲、全体で年間２万円・持参払い、期間は平成２９年４月１日

から平成３０年３月３１日の更新です。２５番、○○○字○○○○、畑、

１，１４７㎡、他３筆、合計２，７５６㎡、貸し手は○○○、○○○○、

借り手は○○○、○○○○、賃貸借のなた豆・小麦、全体で年間１万円・

持参払い、期間は平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日の更新で

す。２６番、○○○字○○○○、田、８８７㎡、他１筆、合計１，３３９

㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の

水稲、期間は平成２９年４月１日から平成３２年３月３１日の更新です。

２７番、○○○字○○○○、田、５８８㎡、貸し手は○○○、○○○○、

借り手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２９年４月１日

から平成３２年３月３１日の更新です。２８番、○○○字○○○○、田、

９８５㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、賃貸

借の水稲、年間米２斗・持参払い、期間は平成２９年４月１日から平成３

２年３月３１日の更新です。２９番、○○○字○○○○、田、１，０８７

㎡、他１筆、合計２，０５８㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○

○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２９年４月１日から平成３

９年３月３１日の更新です。３０番、○○○字○○○○、畑、２，７７９

㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の

みかん、期間は平成２９年４月１日から平成３９年３月３１日の新規です。

３１番、○○○字○○○○、田、４４７㎡、他２筆、合計１，３０１㎡、

貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、

期間は平成２９年４月１日から平成３９年３月３１日の新規です。３２番、

○○○字○○○○、畑、２，６７８㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り

手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２９年４月１日から平
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成３９年３月３１日の新規です。３３番、○○○字○○○○、畑、１，４

１０㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸

借の梅、期間は平成２９年４月１日から平成３９年３月３１日の新規です。

３４番、○○○字○○○○、田、１，５８０㎡、貸し手は○○○、○○○

○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２９年４月

１日から平成３９年３月３１日の新規です。３５番、○○○字○○○○、

畑、４４９㎡、他３筆、合計２，１８６㎡、貸し手は○○○、○○○○、

借り手は○○○、○○○○、使用貸借のみかん、期間は平成２９年４月１

日から平成３９年３月３１日の新規です。３６番、○○○字○○○○、畑、

６３２㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用

貸借の梅、期間は平成２９年４月１日から平成４９年３月３１日の新規で

す。３７番、○○○字○○○○、畑、４４４㎡、他２筆、合計１，６１６

㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の

野菜、期間は平成２９年４月１日から平成３２年３月３１日の新規です。

合計３７件、９３筆、８１，７９９㎡、貸し手３５人、借り手２７人です。

この３７件は農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たして

いると考えます。続きまして、田辺市農業経営基盤強化の促進に関する基

本的な構想による所有権移転について説明させていただきます。１番、○

○○字○○○○、畑、５６０㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○

○○、○○○○、利用目的は梅、対価は２５万円、支払方法は口座払い、

支払期限、所有権移転の時期、引渡しの時期は平成２９年３月２２日です。

以上１件、１筆、５６０㎡、売り手１名、買い手１名です。ご審議をよろ

しくお願いいたします。 

議    長   はい。ありがとうございます。それでは農用地利用集積計画の合意解約等

にについて、ご意見ご質問はありませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   それでは、ないようでございますので、報告とさせていただきます。続い

て、田辺市農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想による利用権の

設定について、逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番、２番については更新ですので異議ございません。

３番、４番、５番、６番についても更新ですので異議ございません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。７番、８番、９番については異議ございません。 

議    長   はい、１０番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１０番、１１番について異議ございません。 

議    長   はい、１２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１２番、１３番については更新ですので異議ございませ

ん。 

議    長   はい、１４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１４番は更新ですので異議ございません。１５番、１６

番は借り手が３０歳台の若手です。異議ございません。 

議    長   はい、１７番。 
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○○番 委員   ○○番○○です。１７番については更新ですので異議ございません。１８

番についても異議ございません。１９番については更新ですので異議ござ

いません。 

議    長   はい、２０番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２０番については更新ですので異議ございません。２１

番については相続されましたが管理できないということです。異議ござい

ません。 

議    長   はい、２２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２２番、２３番、２４番、２５番について異議ございま

せん。 

議    長   はい、２６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２６番について更新ですので異議ございません。 

議    長   はい、２７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２７番について更新ですので異議ございません。 

議    長   はい、２８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２８番、２９番について異議ございません。 

議    長   はい、３０番。 

○○番 委員   ○○番○○です。質問ですが、本来なら借り手の方の担当者が発表するこ

ととなっているが、この場合はどうなるのですか。 

農振課 田上   この場合の利用権設定に関しては○○○○が一時的に借り受け、新たに次

の借り手の方へ権利設定が行われます。今回の場合は○○○○に利用権を

設定する形になります。 

○○番 委員   ○○番○○です。３０番についてですが、この方は後継者もおられない状

況です。異議ございません。 

議    長   はい、３１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、３２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。３２番、３３番については、高齢者で後継者もおられま

せん。異議ございません。 

議    長   はい、３４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。後継者もおられず、異議ございません。 

議    長   はい、３５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。３５番、３６番について異議ございません。 

議    長   はい、３７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。父親が亡くなり、本人も管理できないということです。

異議ございません。 

議    長   以上、３７件異議なしとのことであります。そのように取り計らってよろ

しいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   それでは、そのようにさせていただきます。続きまして、所有権移転につ

いてですが、○○○○さんの案件でございますので退席願います。 

○○番 委員   （退席） 
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議    長   はい、それでは審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。前回の定例会のあっせんの案件でございます。異議ござ

いません。 

議    長   はい、１件異議なしとのことでございます。そのように取り計らってよろ

しいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   それでは、そのようにさせていただきます。 

議    長   はい、それでは定例委員会に移りたいと思います。本日の欠席委員さんは、

３番桑原壽委員さん、５番市橋宗行委員さん、７番前田登委員さん、３０

番松窪俊英委員さんより欠席の届けが出てございます。本日の会議録署名

委員に、３８番石谷強委員さん、１番山崎清弘委員さんよろしくお願いを

いたします。本日の議案は、議案第１号農地法第３条申請について、議案

第２号農地法第４条申請について、議案第３号農地法第５条申請について、

議案第４号農地の形状変更願について、議案第５号農地等売渡あっせん申

出について、議案第６号事業計画変更申請(農地法第４条)について、報告

第１号農地法施行規則第２９条第１項第１号による届出について、報告第

２号農地法施行規則第５３条第１項第１４号による協議について、報告第

３号農地使用貸借契約の合意解約通知についてを上程させていただきます。

それでは議案第１号農地法第３条申請について、事務局の説明をお願い申

し上げます。 

松平  主査   １ページをお願いします。議案第１号農地法第３条申請を説明させていた

だきます。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共

に田、面積は２０４㎡、他５筆、合計４，７１２㎡、譲渡人は○○○、○

○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。２番、土地の所在は○○

○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は１１９㎡、譲渡人は○

○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与です。３番、土地の所

在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は５，５３７㎡、

他６筆、合計１４，５５９㎡の内１４，５４８．１１㎡、貸人は○○○、

○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借１１年間設定、経営移譲で

す。４番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、

面積は１，４７２㎡、他８筆、合計９，８４３㎡、譲渡人は○○○、○○

○○、譲受人は○○○、○○○○、使用貸借の移転です。５番、土地の所

在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は２１３㎡、譲

渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、代物弁済です。以

上５件ついて書類を審査したところ、常時従事、全部耕作、周辺農地への

影響等、農地法第３条第２項の許可できない要件には該当していませんの

で、許可の要件を充たしていると判断いたします。ご審議の程よろしくお

願い申しあげます。 

議    長   ありがとうございます。第３条申請の逐条審議をお願いします。それでは

１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。譲受人の方は約４反をお持ちで、合計５反以上になりま

す。異議ございません。 
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議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。姉弟の贈与です。異議ございません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。３番、４番は親子関係です。異議ございません。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。５番について異議ございません。 

議    長   はい、議案第１号農地法第３条申請５件異議なしとのことでございます。

そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして、議案第２号

農地法第４条申請及び関連して議案第６号事業計画変更申請（農地法第４

条）について事務局の説明をお願い申し上げます。 

岡内  係長   １５ページをお願いします。議案第６号事業計画変更申請（農地法第４条）

についてです。この２件は営農型発電施設です。１番、土地の所在は○○

○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は５８０㎡の内３５５㎡、

他１筆、合計８５６㎡の内５４３㎡、当初計画は○○○、○○○○、事業

内容は営農型発電施設１００．４４ｋｗ、変更後の計画は○○○、○○○

○、事業内容は太陽光発電施設４５．３６ｋｗ、当初は○○○○が営農型

発電施設として一時転用を行っていたが、営農計画に基づく営農が難しい

ため太陽光発電施設用地として恒久転用したい。また事業の一部について

は○○○○であることから、計画変更承認申請を行い事業の一部を承継す

る。２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が畑、現況が休

耕畑、面積は５８０㎡の内２２５㎡、他２筆、合計１，１５９㎡の内６１

６㎡、当初計画は○○○、○○○○、事業内容は営農型発電施設１００．

４４ｋｗ、変更後の計画は○○○、○○○○、事業内容は太陽光発電施設

５５．０８ｋｗ、変更理由は１番と同様です。以上２件です。引き続き、

３ページをお願いします。議案第２号農地法第４条申請です。１番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は５８０㎡

の内３５５㎡、他１筆、合計８５６㎡の内５４３㎡、所有者は○○○、○

○○○、使用目的及び規模は太陽光発電施設５４３㎡、着工日、工事期間

は完了済、農用地の内外は用途外となっています。隣接同意はございます。

水利同意は不要でございます。この土地は都市計画用途地域内（第一種住

居地域）にありますので、第３種農地です。２番は取り下げです。３番、

土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は３７

０㎡、所有者は○○○、○○○○、使用目的及び規模は貸駐車場３７０㎡、

着工日、工事期間は許可日より５か月以内、農用地の内外は平成２８年１

１月２日となっています。隣接同意、水利同意はございます。この土地は

市街地化の傾向が著しい区域内にありますので、第３種農地です。以上２

件につきまして、申請書、添付書類を審査しましたところ、農地法第４条

第２項の許可できない要件に該当しないと判断します。ご審議の程よろし

くお願い申し上げます。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、現地調査の代表委員の方の所見
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を賜りたいと思います。 

○○番 委員   ○○番○○です。３月８日に事務局から２名、○○○○委員と私の合計４

名で４条申請２件、５条申請２２件、形状変更５件について現地調査を行

いました。太陽光発電施設が２１件となり、宅地転用はありませんでした。

４条について説明させていただきます。１番、申請場所は○○○○から西

へ約５０ｍのところにあります。現況は休耕畑です。隣接状況は東側が宅

地、西側が宅地、南側が畑・宅地、北側が排水路・宅地となり、排水関連

の雨水は自然浸透となり、周辺農地への影響はありません。転用理由とし

ては当初、営農型発電施設用地として一時転用許可を受けていたが営農計

画に基づく営農が困難なため事業計画を変更し、太陽光発電施設として転

用するものとのことです。隣接同意は頂いております。水利は不要です。

許可相当と考えます。３番、申請場所は○○○○より西へ約２００ｍのと

ころにあります。現況は畑です。隣接状況は北東側が畑、所有地の北西地

側が宅地、南東側が私道、南西側が宅地となり、排水関連の雨水は南東側、

南西側に設置する予定の側溝へと流れます。周辺農地への影響はありませ

ん。転用理由は隣接農地が宅地化されたため、周辺住民から農薬散布の際

や害虫に関する苦情が出て、梅栽培が困難となったため貸駐車場用地に転

用するものです。隣接、水利同意は頂いております。許可相当と考えます。

以上です。 

議    長   はい、ありがとうございます。第４条申請の逐条審議をお願いします。そ

れでは１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現地は作物を植えておらず、営農型の太陽光パネルを既

に設置しております。隣接の宅地の方も理解してくれているようです。異

議ございません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２、３年前から３方向が宅地になり、無風の時でないと

消毒できない状況でした。異議ございません。 

議    長   はい、議案第２号農地法第４条申請２件異議なしとのことでございます。

そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。議案第６号事業計画変更

申請（農地法第４条）についても異議なしと取り計らってよろしいでしょ

うか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして議案第３号農

地法第５条申請について事務局の説明をお願い申し上げます。 

岡内  係長   ４ページをお願いします。議案第３号農地法第５条申請です。１番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が畑、現況が休耕畑、面積は５

８０㎡の内２２５㎡、他２筆、合計１，１５９㎡の内６１６㎡、貸人は○

○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は太陽光発

電施設６１６㎡、着工日、工事期間は完了済、農用地の内外は用途外とな

っています。隣接同意はございます。水利同意は不要でございます。この
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土地は都市計画用途地域内（第一種住居地域）にありますので、第３種農

地です。２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が畑、現況

が雑種地、面積は１３㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、

○○○○、使用目的及び規模は駐車場１３㎡、着工日、工事期間は完了済、

農用地の内外は用途外となっています。隣接同意はございます。水利同意

は不要でございます。始末書有りです。私どもは農地を無許可で転用して

はならないということを知らずに転用してしまいました。今般、農地法第

５条の許可申請というものを知り、本申請に至った次第です。今後、この

ような事態をおこさないように注意いたします。この土地は都市計画用途

地域内（準居住地域）にありますので、第３種農地です。３番、土地の所

在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は１，２１５㎡、

他１筆、合計２，４７０㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、

○○○○、使用目的及び規模は梅干用タンク置場２，４７０㎡、着工日、

工事期間は許可日より１２か月以内、農用地の内外は平成１４年２月１８

日抜きとなっています。隣接同意、水利同意はございます。この土地は周

囲を道路と山林に囲まれた農地で、第２種農地です。４番、土地の所在は

○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が休耕田、面積は１５６㎡、

譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規

模は太陽光発電施設１５６㎡、着工日、工事期間は許可日より１２か月以

内、農用地の内外は用途外となっています。隣接同意、水利同意はござい

ます。この土地は過疎化の山村地域にある小集落の農地で、第２種農地で

す。５番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が畑、現況が休

耕畑、面積は２６１㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○

○○○、使用目的及び規模は太陽光発電施設２６１㎡、着工日、工事期間

は許可日より１２か月以内、農用地の内外は平成２８年１１月２日抜きと

なっています。隣接同意、水利同意はございます。この土地は過疎化の山

村地域にある小集落の農地で、第２種農地です。６番、土地の所在は○○

○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が休耕田、面積は１６０㎡、譲渡

人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は

太陽光発電施設１６０㎡、着工日、工事期間は許可日より１２か月以内、

農用地の内外は平成２８年１１月２日抜きとなっています。隣接同意、水

利同意はございます。この土地は過疎化の山村地域にある小集落の農地で、

第２種農地です。７番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が

田、現況が休耕田、面積は２３２㎡、他１筆、合計５７９㎡、譲渡人は○

○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は太陽光

発電施設５７９㎡、着工日、工事期間は許可日より１２か月以内、農用地

の内外は平成２８年１１月２日抜きとなっています。隣接同意、水利同意

はございます。この土地は過疎化の山村地域にある小集落の農地で、第２

種農地です。８番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況

共に田、面積は４８５㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、

○○○○、使用目的及び規模は太陽光発電施設４８５㎡、着工日、工事期

間は許可日より１２か月以内、農用地の内外は平成２８年１１月２日抜き
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となっています。隣接同意、水利同意はございます。この土地は過疎化の

山村地域にある小集落の農地で、第２種農地です。９番、土地の所在は○

○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が休耕田、面積は２８１㎡、譲

渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模

は太陽光発電施設２８１㎡、着工日、工事期間は許可日より１２か月以内、

農用地の内外は平成２８年１１月２日抜きとなっています。隣接同意、水

利同意はございます。この土地は過疎化の山村地域にある小集落の農地で、

第２種農地です。１０番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、

現況共に田、面積は４１５㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○

○、○○○○、使用目的及び規模は太陽光発電施設４１５㎡、着工日、工

事期間は許可日より１２か月以内、農用地の内外は平成２８年１１月２日

抜きとなっています。隣接同意、水利同意はございます。この土地は過疎

化の山村地域にある小集落の農地で、第２種農地です。１１番、土地の所

在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が休耕田、面積は１８５

㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及

び規模は太陽光発電施設１８５㎡、着工日、工事期間は許可日より１２か

月以内、農用地の内外は平成２８年１１月２日抜きとなっています。隣接

同意、水利同意はございます。この土地は過疎化の山村地域にある小集落

の農地で、第２種農地です。１２番、土地の所在は○○○字○○○○、地

目は登記簿が田、現況が休耕田、面積は１４７㎡、譲渡人は○○○、○○

○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は太陽光発電施設１

４７㎡、着工日、工事期間は許可日より１２か月以内、農用地の内外は平

成２８年１１月２日抜きとなっています。隣接同意、水利同意はございま

す。この土地は過疎化の山村地域にある小集落の農地で、第２種農地です。

１３番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が畑、現況が休耕

畑、面積は９７３㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○

○○、使用目的及び規模は太陽光発電施設９７３㎡、着工日、工事期間は

許可日より３か月以内、農用地の内外は当初抜きとなっています。水利同

意は不要でございます。この土地は過疎化の山村地域にある小集落の農地

で、第２種農地です。１４番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登

記簿が田、現況が休耕田、面積は３９９㎡、譲渡人は○○○、○○○○、

譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は太陽光発電施設３９９㎡、

着工日、工事期間は許可日より３か月以内、農用地の内外は当初抜きとな

っています。隣接同意は１名の方の所在が分からない状況です。水利同意

は不要でございます。この土地は過疎化の山村地域にある小集落の農地で、

第２種農地です。１５番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿

が畑、現況が休耕畑、面積は５８８㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受

人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は太陽光発電施設５８８㎡、着

工日、工事期間は許可日より３か月以内、農用地の内外は当初抜きとなっ

ています。隣接同意はございます。水利同意は不要でございます。この土

地は過疎化の山村地域にある小集落の農地で、第２種農地です。１６番、

土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が畑、現況が休耕畑、面積
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は２９９㎡、他１筆、合計６８９㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人

は○○○、○○○○、使用目的及び規模は太陽光発電施設６８９㎡、着工

日、工事期間は許可日より３か月以内、農用地の内外は当初抜きとなって

います。隣接同意はございます。水利同意は不要でございます。この土地

は過疎化の山村地域にある小集落の農地で、第２種農地です。１７番、土

地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が休耕田、面積は

１７８㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用

目的及び規模は太陽光発電施設１７８㎡、着工日、工事期間は許可日より

３か月以内、農用地の内外は当初抜きとなっています。隣接同意、水利同

意は不要でございます。この土地は過疎化の山村地域にある小集落の農地

で、第２種農地です。１８番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登

記簿が田、現況が休耕田、面積は２６４㎡、譲渡人は○○○、○○○○、

譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は太陽光発電施設２６４㎡、

着工日、工事期間は許可日より３か月以内、農用地の内外は当初抜きとな

っています。隣接同意はございます、水利同意は不要でございます。この

土地は過疎化の山村地域にある小集落の農地で、第２種農地です。１９番、

土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が畑、現況が休耕畑、面積

は４６９㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使

用目的及び規模は太陽光発電施設４６９㎡、着工日、工事期間は許可日よ

り３か月以内、農用地の内外は当初抜きとなっています。隣接同意はござ

います。水利同意は不要でございます。この土地は過疎化の山村地域にあ

る小集落の農地で、第２種農地です。２０番、土地の所在は○○○字○○

○○、地目は登記簿が畑、現況が休耕畑、面積は２１５㎡、譲渡人は○○

○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は太陽光発

電施設２１５㎡、着工日、工事期間は許可日より３か月以内、農用地の内

外は当初抜きとなっています。隣接同意はございます。水利同意は不要で

ございます。この土地は過疎化の山村地域にある小集落の農地で、第２種

農地です。２１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が畑、

現況が休耕畑、面積は３０９㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○

○○、○○○○、使用目的及び規模は太陽光発電施設３０９㎡、着工日、

工事期間は許可日より３か月以内、農用地の内外は当初抜きとなっていま

す。隣接同意はございます。水利同意は不要でございます。この土地は過

疎化の山村地域にある小集落の農地で、第２種農地です。２２番、土地の

所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が畑、現況が休耕畑、面積は８１

９㎡、他１筆、合計８９２㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○

○、○○○○、使用目的及び規模は太陽光発電施設８９２㎡、着工日、工

事期間は許可日より３か月以内、農用地の内外は当初抜きとなっています。

隣接同意はございます。水利同意は不要でございます。この土地は過疎化

の山村地域にある小集落の農地で、第２種農地です。以上２２件につきま

して、申請書、添付書類を審査しましたところ、農地法第５条第２項の許

可できない要件に該当しないと判断します。ご審議の程よろしくお願い申

し上げます。 
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議    長   はい、ありがとうございます。それでは、現地調査の代表委員の方の所見

を賜りたいと思います。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番から１２番までは私の方から報告させて頂きます。

１番、申請場所は○○○○から西へ約５０ｍのところにあります。現況は

休耕畑です。隣接状況は東側が宅地、西側が宅地、南側が宅地・畑、北側

が排水路・宅地となり、排水関連の雨水は自然浸透となります。転用理由

としては当初、営農型発電施設用地として一時転用許可を受けていたが、

営農計画に基づく営農が困難なため事業計画を変更し、太陽光発電施設用

地として○○○○に賃貸借するものです。隣接同意は頂いております。水

利は不要です。許可相当と考えます。２番、申請場所は○○○○より南東

へ約２５０ｍのところにあります。○○○○に伴う残務処理です。現況は

駐車場です。始末書はあります。隣接状況は東側が雑種地、西側が雑種地、

南側が雑種地、北側が雑種地となり、排水関連の雨水は自然浸透と既設水

路へ排水されます。周辺農地の影響はありません。転用理由として、譲渡

人は高齢で耕作できないため、倉庫の駐車場用地として譲渡したく申請す

るものです。隣接同意は頂いております。水利は不要です。許可相当と考

えます。３番、譲渡人変更です。異議はありません。４番、申請場所は○

○○○より南へ約１００ｍのところにあります。現況は休耕田です。隣接

状況は東側、西側、南側、北側共に雑種地となり、周辺農地への影響はあ

りません。転用理由として、譲渡人は後継者もなく農業経営が困難なため

太陽光発電施設用地として譲渡するものです。排水関連は切土盛土なしで

砕石敷き整地のみとし雨水は自然浸透となります。隣接、水利同意は頂い

ております。許可相当と考えます。５番、申請場所は○○○○より南東へ

１５０ｍのところにあります。現況は休耕畑です。隣接状況は東側が田、

西側が防災道、南側が河川敷、北側が田となります。周辺農地への影響は

ありません。転用理由は４番に同様です。隣接、水利同意は頂いておりま

す。許可相当と考えます。６番、申請場所は５番と同様です。現況は休耕

田です。隣接状況は東側が田、西側が畑、南側が畑、北側が田となり、周

辺農地への影響はありません。転用理由、排水関連は５番と同様です。隣

接、水利同意は頂いております。許可相当と考えます。７番、申請場所は

５番、６番と同様です。現況は休耕田です。隣接状況は東側が田、西側が

畑、南側が畑、北側が田となります。周辺農地への影響はありません。転

用理由は譲渡人の母から農地を相続しましたが、東京に住んでいるため耕

作することができず、太陽光発電施設として譲渡するものです。排水関連

は４番、５番、６番と同様です。隣接、水利同意は頂いております。許可

相当と考えます。８番、申請場所は５番、６番、７番と同様です。現況は

休耕畑です。隣接状況は東側が田、西側が田、南側が田、北側が田となり

ます。周辺農地への影響はありません。転用理由は７番と同様です。隣接、

水利同意は頂いております。許可相当と考えます。９番、申請場所は５番、

６番、７番、８番と同様です。現況は休耕畑です。隣接状況は東側が田、

西側が田、南側が田、北側が畑となります。周辺農地への影響はありませ

ん。転用理由は４番、５番、６番、７番と同様です。排水関連は４番、５
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番、６番、７番、８番と同様です。隣接、水利同意は頂いております。許

可相当と考えます。１０番、申請場所は○○○○より南東へ２００ｍのと

ころにあります。現況は田です。隣接状況は東側が田、西側が田、南側が

田、北側が田となります。周辺農地への影響はありません。転用理由は譲

渡人の父から農地を相続しましたが、耕作することができず、太陽光発電

施設として譲渡するものです。排水関連は４番、５番、６番、７番、８番、

９番と同様です。隣接、水利同意は頂いております。許可相当と考えます。

１１番、申請場所は１０番と同様です。現況は田です。隣接状況は東側が

田、西側が田、南側が田、北側が田となります。周辺農地への影響はあり

ません。転用理由は４番、５番、６番、９番と同様です。排水関連は４番、

５番、６番、７番、８番、９番と同様です。隣接、水利同意は頂いており

ます。許可相当と考えます。１２番、申請場所は１０番、１１番と同様で

す。現況は田です。隣接状況は東側が田、西側が田、南側が日高川河川敷、

北側が田となります。周辺農地への影響はありません。転用理由は４番、

５番、６番、７番、８番、９番、１１番と同様です。排水関連は４番、５

番、６番、７番、８番、９番、１０番、１１番と同様です。隣接、水利同

意は頂いております。許可相当と考えます。続いて、○○○○委員さんに

お願いします。 

○○番 委員   ○○番○○です。１３番から報告いたします。１３番、申請場所は○○○

○より北へ１００ｍ、現況は休耕畑です。隣接状況等は東側が畑と宅地、

西側が畑、南側が畑、北側が公衆用道路、転用理由は譲渡人は高齢で農業

後継者もなく、農業を維持していくことが困難なため、太陽光発電施設と

して申請するものです。転用内容は太陽光パネル２３６枚、４７．２ｋＷ

発電設備、切土盛土なし。雨水は自然浸透です。問題ないと思います。１

４番、申請場所は○○○○より南東へ６００ｍ、現況は休耕田です。隣接

状況等は東側が畑、西側が里道、南側が公衆用道路、北側が田、転用理由

は譲渡人は相続により当該地を承継したが、住居から遠く管理ができず、

また獣害もあり農地として利用することが困難なため、太陽光発電施設と

して申請するものです。転用内容は太陽光パネル１００枚、２９．５ｋＷ

発電設備、切土盛土なし。雨水は自然浸透です。問題ないと思います。１

５番、申請場所は○○○○より南東へ６００ｍ、現況は休耕畑です。隣接

状況等は東側が畑、西側が畑、南側が畑、北側が畑、転用理由は譲渡人は

相続により当該地を承継したが、住居から遠く管理ができず、また獣害も

あり農地として利用することが困難なため、太陽光発電施設として申請す

るものです。転用内容は太陽光パネル１４８枚、４３．６６ｋＷ発電設備、

切土盛土なし。雨水は自然浸透です。問題ないと思います。１６番、申請

場所は○○○○より南東へ６００ｍ、現況は休耕畑です。隣接状況等は東

側が里道、西側が畑、南側が宅地、北側が宅地、転用理由は譲渡人は相続

により当該地を承継したが、住居から遠く管理ができず、また獣害もあり

農地として利用することが困難なため、太陽光発電施設として申請するも

のです。転用内容は太陽光パネル１８０枚、５３．１ｋＷ発電設備、切土

盛土なし。雨水は自然浸透です。問題ないと思います。１７番、申請場所
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は○○○○より南東へ６００ｍ、現況は休耕田です。隣接状況等は東側が

里道、西側が里道、南側が公衆用道路、北側が里道、転用理由は譲渡人は

相続により当該地を承継したが、住居から遠く管理ができず、また獣害も

あり農地として利用することが困難なため、太陽光発電施設として申請す

るものです。転用内容は太陽光パネル８４枚、２４．７８ｋＷ発電設備、

切土盛土なし。雨水は自然浸透です。問題ないと思います。１８番、申請

場所は○○○○より南東へ６００ｍ、現況は休耕田です。隣接状況等は東

側が里道、西側が里道、南側が公衆用道路、北側が里道、転用理由は譲渡

人は年齢的、体力的にも農業を行うことが困難となり、また獣害もあり農

地として利用することが困難なため、太陽光発電施設として申請するもの

です。転用内容は太陽光パネル８４枚、２４．７８ｋＷ発電設備、切土盛

土なし。雨水は自然浸透です。問題ないと思います。１９番、申請場所は

○○○○より南東へ６００ｍ、現況は休耕畑です。隣接状況等は東側が畑、

西側が田、南側が水路、北側が公衆用道路、転用理由は譲渡人は相続によ

り当該地を承継したが、農業を営んでおらず、また獣害もあり農地として

利用することが困難なため、太陽光発電施設として申請するものです。転

用内容は太陽光パネル１６０枚、４２．４ｋＷ発電設備、切土盛土なし。

雨水は自然浸透です。問題ないと思います。２０番、申請場所は○○○○

より南東へ６００ｍ、現況は休耕畑です。隣接状況等は東側が畑、西側が

田、南側が水路、北側が公衆用道路、転用理由は譲渡人は相続により当該

地を承継したが、住居から遠く管理ができず、また獣害もあり農地として

利用することが困難なため、太陽光発電施設として申請するものです。転

用内容は太陽光パネル１６０枚、４２．４ｋＷ発電設備、切土盛土なし。

雨水は自然浸透です。問題ないと思います。２１番、申請場所は○○○○

より南東へ４００ｍ、現況は休耕畑です。隣接状況等は東側が畑、西側が

畑、南側が公衆用道路、北側が里道、転用理由は譲渡人は年齢的、体力的

にも農業を行うことが困難となり、また獣害もあり農地として利用するこ

とが困難なため、太陽光発電施設として申請するものです。転用内容は太

陽光パネル２８８枚、７７．７６ｋＷ発電設備、切土盛土なし。雨水は自

然浸透です。問題ないと思います。２２番、申請場所は○○○○より南東

へ４００ｍ、現況は休耕畑です。隣接状況等は東側が畑、西側が畑、南側

が公衆用道路、北側が里道、転用理由は譲渡人は相続により当該地を承継

したが、住居から遠く管理ができず、また獣害もあり農地として利用する

ことが困難なため、太陽光発電施設として申請するものです。転用内容は

太陽光パネル２８８枚、７７．７６ｋＷ発電設備、切土盛土なし。雨水は

自然浸透です。問題ないと思います。以上です。 

議    長   はい、ありがとうございました。それでは逐条審議をお願い申し上げます。

１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番については、４条申請の１番の案件と同じ敷地内で

条件もほぼ同じなので、異議ございません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。周辺がすべて雑種地で農地への影響も無く、排水につい
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ても特に問題ないこということで、異議ございません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。先ほど事務局から説明されたとおりです。異議ございま

せん。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。譲受人は○○○○の関連に勤めております。異議ござい

ません。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。５番、６番、７番、８番、９番、１０番、１１番、１２

番について現地調査委員さんが詳しく説明していただきましたとおりでご

ざいます。異議ございません。 

議    長   はい、１３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。同意書のない２件については、議案の提案理由の説明の

中で、事務局からは問題はないということでありますし、現地調査委員さ

んからも問題はないということでありますので、異議ございません。 

議    長   はい、１４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１４番、１５番、１６番、１７番、１８番、１９番、２

０番までは公衆用道路を挟んだ上下に里道を挟んで隣接して太陽光発電施

設を設置するものです。ここは日当たりが良く、ほとんどが耕作放棄地で、

獣害も問題になっているところです。異議ございません。２１番と２２番

は以前から耕作放棄地となっており、隣接同意もあることから異議ござい

ません。 

議    長   はい、議案第３号農地法第５条申請２２件異議なしとのことでございます。

そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして、議案第４号

農地の形状変更願について、事務局からの説明をお願いします。 

岡内  係長   １２ページをお願いします。議案第４号農地の形状変更願です。１番、土

地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は２０６

㎡、他１筆、合計３８０㎡、申請人は○○○、○○○○、変更理由は盛土

して果樹・梅畑に変更したいであります。着工日、工事期間は許可日より

１２か月以内、隣接同意、水利同意はございます。２番、土地の所在は○

○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が休耕田、面積は４２７㎡、他

３筆、合計１，６４８㎡、申請人は○○○、○○○○、変更理由は盛土し

て梅畑に変更したいであります。着工日、工事期間は許可日より１２か月

以内、隣接同意、水利同意はございます。３番、土地の所在は○○○字○

○○○、地目は登記簿が田、現況が休耕田、面積は３５５㎡、他２筆、合

計１，０７５㎡、申請人は○○○、○○○○、変更理由は盛土して梅畑に

変更したいであります。着工日、工事期間は許可日より１２か月以内、隣

接同意、水利同意はございます。４番、土地の所在は○○○字○○○○、

地目は登記簿が田、現況が休耕田、面積は１０９㎡、他３筆、合計１，０

７５㎡、申請人は○○○、○○○○、変更理由は盛土して梅畑に変更した
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いであります。着工日、工事期間は許可日より１２か月以内、隣接同意、

水利同意はございます。５番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登

記簿が山林、現況が山林で一部畑、面積は７，８７９㎡の内１，５９７㎡、

申請人は○○○、○○○○、変更理由は盛土してレモン畑に変更したいで

あります。着工日、工事期間は許可日より１２か月以内、隣接同意、水利

同意は不要でございます。以上５件、ご審議の程よろしくお願いします。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、現地調査の代表委員の方の所見

を賜りたいと思います。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番、申請場所は○○○○より北へ３００ｍ、現況は休

耕畑です。隣接状況等は○○○○は東側が道路用地、西側が雑種地、南側

が河川、北側が農道、○○○○は東側が畑、西側が道路用地、南側が河川、

北側が農道、隣接同意、水利同意はございます。転用理由は平成２８年９

月に申請地を購入したが、低地であるため利便性を図るため盛土して梅畑

にするものです。盛土は○○○○が１．５ｍ、○○○○が１．７ｍから１．

９ｍ、雨水は自然浸透です。問題ないと思います。 

         ２番、申請場所は○○○○より北へ２００ｍ、現況は休耕畑です。隣接状

況等は東側が田、西側が雑種地、南側が田、北側が雑種地、隣接同意、水

利同意はございます。転用理由は湿田で排水が悪いため盛土して梅畑にす

るものです。盛土が１．２ｍ、雨水は申請地南側の排水路へ流します。問

題ないと思います。３番、申請場所は○○○○より北へ２００ｍ、現況は

休耕田です。隣接状況等は東側が畑、西側が田、南側が田、北側が市道、

隣接同意、水利同意はございます。転用理由は塩害のため稲作ができてい

ないので、盛土して梅畑にするものです。盛土が１．２５ｍ、雨水は申請

地南側の市道側溝へ流します。問題ないと思います。４番、申請場所は○

○○○より北へ２００ｍ、現況は休耕畑です。隣接状況等は東側が田、西

側が市道、南側が市道、北側が市道、隣接同意、水利同意はございます。

転用理由は塩害のため稲作ができていないので、盛土して梅畑にするもの

です。盛土が１．２５ｍ、雨水は申請地南側の市道側溝へ流します。問題

ないと思います。５番、申請場所は○○○○より南へ５００ｍ、現況は山

林で一部レモン畑です。隣接状況等は東側、西側、南側、北側がすべて山

林、転用理由は申請地は地目が山林ですが一部畑で谷の状態になっている

ため、作業効率の向上を図るため、盛土してレモン畑にするものです。内

容は盛土が４．５ｍ、水抜き型ブロック３段積み、じゃかご、埋設排水パ

イプ、雨水はじゃかごから排水パイプを経て下流のため池へ排水します。

問題ないと思います。以上です。 

議    長   はい、ありがとうございました。それでは逐条審議をお願い申し上げます。

１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番については、農道の高さまで嵩上げします。隣接同

意、水利同意もあり、異議ございません。２番、３番、４番については財

産放棄の関係で地元の３名の方に所有してもらうことになりました。盛土

して梅畑します。隣接同意、水利同意もあり、異議ございません。５番に

ついては、所有地の山林を崩し、レモン畑にするということです。異議ご
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ざいません。 

○○番 委員   ○○番○○です。２反以上の形状変更の場合、開発の届出はいらないのか。 

松平  主査   事業者が同一で２反以上の場合は、農業振興課への開発の届出をしなけれ

ばならないとなっています。 

議    長   はい、議案第４号農地の形状変更願５件異議なしとのことでございます。

そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして、議案第５号

農地等売渡あっせん申出について、事務局からの説明をお願いします。 

岡内  係長   １４ページをお願いします。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目

は登記簿、現況共に畑、面積は１，５０３㎡、他１筆、合計２，４３９㎡、

作物は梅、１０アール当たりの収穫量は３トン、希望価格は３００万円、

所有者は○○○、○○○○です。２番、土地の所在は○○○字○○○○、

地目は登記簿が田、現況が畑、面積は２７６㎡、他２筆、合計７５１㎡、

作物は梅、１０アール当たりの収穫量は合計６トン、希望価格は２００万

円、所有者は○○○、○○○○です。以上２件、ご審議の程よろしくお願

いします。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、地元委員の状況説明をお願いし

ます。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番については、ご本人の体調が思わしくなく、農業を

される方がおられない状況です。場所は○○○○の梅畑です。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２番については、場所は○○○○で県道の高さと同じレ

ベルの農地です。収穫量は合計６トンで現状は１５年生くらいの梅畑です。

以上です。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、議案第５号農地等売渡あっせん

申出２件について、あっせんすることにご異議ございませんか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それでは、あっせん委員を私から指名させてもらってよろしいでし

ょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   それでは、地元の○○○○委員さん、○○○○委員さん、○○○○委員さ

んの３名です。よろしくお願いします。続きまして、報告第１号農地法施

行規制第２９条第１項第１号による届出について、事務局からの説明をお

願いします。 

松平  主査   １６ページをお願いします。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目

は登記簿、現況共に畑、面積は１，０７４㎡、届出人は○○○、○○○○、

使用目的及び規模は農業用倉庫２５．２８㎡、転用面積３６．９９㎡です。

２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が畑、面

積は１５２㎡、届出人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は農業用倉

庫２７㎡、転用面積２７㎡です。以上２件、ご報告申し上げます。 

議    長   報告第１号の２件について、ご意見、ご質問ございませんか。 
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         （なしの声あり。） 

議    長   ないようでございますので、報告とさせていただきます。それでは、続き

まして、報告第２号農地法施行規則第５３条第１項第１４号による協議に

ついて、事務局からの説明をお願いします。 

松平  主査   １７ページをお願いします。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目

は登記簿、現況共に田、面積は４４０㎡の内６．８０㎡、賃貸人は○○○、

○○○○、賃借人は○○○、○○○○、賃貸借権の設定、無線基地局工事、

コンクリート柱 １本、機器装置一式です。２番、土地の所在は○○○字○

○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積は２２１㎡の内８．８０㎡、賃

貸人は○○○、○○○○、賃借人は○○○、○○○○、賃貸借権の設定、

無線基地局工事、コンクリート柱 １本、機器装置一式です。３番、土地の

所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積は５８４㎡の

内７．００㎡、賃貸人は○○○、○○○○、賃借人は○○○、○○○○、

賃貸借権の設定、無線基地局工事、コンクリート柱 １本、機器装置一式で

す。以上３件、ご報告申し上げます。 

議    長   報告第２号の３件について、ご意見、ご質問ございませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   ないようでございますので、報告とさせていただきます。それでは、続き

まして、報告第３号農地使用賃借契約の合意解約通知について、事務局か

らの説明をお願いします。 

松平  主査   １８ページをお願いします。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目

は登記簿、現況共に畑、面積は１７㎡、賃人は○○○、○○○○、借人は

○○○、○○○○、使用貸借の合意解約をした日は平成２６年２月２７日

です。理由は市道の用地として寄付です。以上１件、ご報告申し上げます。 

議    長   報告第３号の１件について、ご意見、ご質問ございませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   ないようでございますので、報告第３号、報告とさせていただきます。そ

れでは他の案件ですが、２月の県農業会議提出案件の５条８件について無

事答申されましたことご報告申し上げます。これで予定しておりました案

件は全て終了しましたが、皆さんから何かございませんか。 

         なければ、事務局からご報告がございます。 

岡内  係長   下限面積の設定についてと平成２８年度の目標及びその達成に向けた活動

の点検・評価（又は案）と平成２９年度の目標及びその達成に向けた活動

計画（又は案）についての提案あり。 

松平  主査   田辺市賃借料情報及び農業者年金加入推進記録簿についてと農地借入れの

相談についての報告あり。 

平田  局長   農地利用の最適化に関するアンケート結果についてと視察研修についての

報告あり。 

議    長   他に何かございませんか。 

（なしの声あり。） 

議    長   ないようでございましたら、長時間に亘りまして慎重にご審議いただきま

してありがとうございました。本日はこれで終了いたします。どうもあり
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がとうございました。 

 

午後４時５０分終了 


